
1 

 

釜石市学校給食調理業務委託指名型プロポーザル実施要領 

 

1 目  的 

この実施要領は、釜石市学校給食センター(以下「給食センター」という。)における 

  学校給食調理業務について、業務委託期間が令和 8年 3月 31日で満了することに伴い、 

指名型プロポーザル方式(以下「本プロポーザル」という。)により、複数の事業者から 

最新の知識、技術及び豊富な経験に基づく企画の提案を受けて、受託候補事業者の選定 

を行うもの。 

 

2 業務概要 

(1) 業 務 名 

釜石市学校給食調理業務委託 

(2) 業務内容 

別添「釜石市学校給食調理業務仕様書」のとおり 

(3) 委託期間 

令和 8年 4月 1日から令和 11年 3月 31日まで(3年間) 

(4) 履行場所 

岩手県釜石市鵜住居町第 10地割 30番地 1 

釜石市学校給食センター 

(5) 委託予算限度額 

年 75,104,000円(取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む)とする。 

上記予算限度額に含む消費税額は 10％とする。 

 

3 プロポーザル方式、参加資格基準 

本プロポーザルは指名型プロポーザル方式とし、参加できる事業者は、釜石市物品購 

入等競争入札参加資格者名簿に登録されている者のうち、次に掲げる参加資格要件を全 

て満たす者とする。 

ただし、「参加意思表明書」を提出した後に当該用件を満たさなくなった場合、または、 

いずれかに該当しないことが判明した場合は、本プロポーザルの参加を取り消す。 

(1) 参加資格要件 

ア 学校給食共同調理場において、1 日 2,000 食以上の業務受託実績を 3 年以上有し、 

かつ、現在も該当する施設での調理業務を受託していること。 

イ 学校給食調理において、食物アレルギー対応食(除去食または代替食)の調理実績 

を有すること。 

ウ 令和 4年 4月 1日以後に、学校給食調理業務において食品衛生法に基づく営業禁 

止または営業停止処分を受けていないこと。 
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エ 業務受託にあたり、製造物責任法に基づく損害賠償保険等に加入していること。 

オ 学校給食業務代行保証((㈳日本給食サービス協会)に加入するなど、業務履行困難

となった場合の代行保障体制を有する者であること。 

カ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者で

あること。 

キ 市町村税、都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者である

こと。 

ク 会社更生法(平成 14年法律第 154号)の規定による更生手続き開始の申立て及び民

事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定による会社更生手続き開始の申立てがなさ

れていない者であること。 

ケ 釜石市暴力団排除条例(平成 27 年釜石市条例第 37 号)第 2 条第 3 号から第 5 号ま

での規定に該当する者でないこと。 

 

4 参加申込み等の手続き 

 (1) 申込み書類等の入手 

本プロポーザルへの参加を希望する場合は、参加意思表明書のほか、プロポーザル 

   に関する資料、様式類は、釜石市ホームページからダウンロードのうえ入手すること。 

(2) 参加意思確認 

指名を受けた事業者は、本プロポーザルへの参加の有無を「参加意思表明書」(様 

式 1)に明記して、令和 7年 10月 27日(月)午後 5時必着で、釜石市学校給食センタ 

ーにお持ちいただくか、郵送又はファックスにより提出すること。 

なお、ファックスの場合は、後日速やかに原本を提出すること。 

期限までに「参加意思表明書」の提出がない場合は、参加の意思がないものとみな

す。 

 

5 施設見学会 

参加希望者は次により申し込むこと。 

(1) 実施日時 

令和 7年 10月 18日(土) 午前 10時から午前 11時まで 

(2) 申込方法 

    見学を希望する場合は、「施設見学会参加申込書」(様式 2)に参加者氏名を明記の 

上、電子メールまたはファックスにより申し込むこと。なお、申込手続き後は、電話 

による受信確認を行うこと。 

(3) 参加人員は各社 2人以内とする。 

(4) 申込期限 

    令和 7年 10月 14日(火) 午後 5時まで 



3 

 

(5) 注意事項 

  ア 参加する者は、白衣、調理用帽子、マスク、履物を持参すること。 

  イ 実施日 2 週間以内の腸内細菌検査成績書(検便検査結果)を持参すること。提出の

ない者は調理場への入室を認めない。 

  ウ 写真撮影は可能とする。 

  エ 施設見学における質疑がある場合は、本実施要領「6 質問の受付(1)」により質問

すること。現場での質疑の受付及び回答は行わない。 

  オ 施設の図面(パンフレット)は釜石市ホームページに掲載する。当日は配付しない。 

  カ 見学は担当者の説明及び指示に従うこと。 

 

6 質問の受付 

(1) 質問書の提出 

    質問がある場合は、「質問書」(様式 3)に必要事項を記載の上、電子メールで提出 

すること。件名は「釜石市学校給食センター 質問(企業名)」とすること。電子メー 

ル以外（口頭、電話、ファックス等）による質問は受け付けない。なお、質問書提出 

後、電話による受信確認を行うこと。 

(2) 質問提出先 

「13 担当部署(提出先)」のとおり 

(3) 質問受付期間 

    令和 7年 10月 27日(月) 午後 5時まで 

(4) 回答方法 

質問及び回答の内容については、質問者名を伏せて参加意思表明書提出者全てに 

電子メールで送付する。 

(5) 回 答 日 

    令和 7年 11月 4日(火)を予定 

 

7 企画提案書等の提出 

企画提案書及び資料(以下「提案書等」という。)は、別添「企画提案書等作成要領」に 

基づき作成し、期限までに提出すること。 

提出の方法は、提出先にお持ちいただくか、郵送(書留郵便に限る)のいずれかによる 

こと。なお、郵送の場合は、書類の到着の有無を担当者に必ず電話で確認すること。 
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(1) 提出書類 

様式 提出書類 提出部数 

様式 4 企画提案書 1部(押印のこと) 

様式 5 会社概要 7部 

様式 6 業務の実績 7部 

様式 7 学校給食についての基本的な考え方 7部 

様式 8 従事者の配置計画及び業務運営体制 7部 

様式 9 従事者の教育、研修体制 7部 

様式 10 衛生管理体制 7部 

様式 11 危機管理体制 7部 

様式 12 特定テーマ 7部 

様式 13 見積書 1部(押印のこと) 

(2) 提出期限 

令和 7年 11月 11日(火) 午後 5時まで(必着) 

(3) 提 出 先 

「13 担当部署(提出先)」のとおり 

 

8 選定方法 

「釜石市学校給食調理業務委託業者選定委員会」(以下「委員会」という。)において、 

別に定める審査基準により総合的に審査する。 

(1) プレゼンテーション 

ア 内  容 

提案書等に基づきプレゼンテーションを行う。実施日時、場所は別途連絡する。 

     提案書等に基づく説明を求め、その内容について適時質疑応答を行う。 

なお、プレゼンテーションに際し、パソコン、プロジェクター等を使用する場合 

は、各自用意すること。(スクリーン、電源延長コードは釜石市で用意する。) 

イ 所要時間 

     プレゼンテーションの時間は 40分以内(提案説明を 20分以内、質疑応答 20分 

程度。準備時間は除く。)とする。ただし、提案者の数により時間を変更する場合 

がある。 

ウ 出 席 者 

     提案者 1者につき 3人以内とする。なお、プレゼンテーション出席者の報告は、 

令和 7年 11月 14日(金)午後 3時までに、所属(役職)及び氏名を電子メールによ 

り報告(任意様式)すること。また、その際、担当者(窓口)の連絡先(当日連絡可能 

な者)についても併せて報告すること。 
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  エ そ の 他 

     プレゼンテーションは非公開とする。 

(2) 審  査 

    委員会での審査において、最も高い評価となった提案者を第 1受託候補者として 

選定し、次点となった提案者を第 2受託候補者とする。 

    また、提案者が 1者の場合でも審査を実施し、その提案内容が審査基準を満たすと 

認められる場合は、当該提案者を受託候補者として選定する。 

なお、第 2受託候補者については選定しない場合がある。 

委員会は非公開とする。 

(3) 選定結果 

    選定結果については、プレゼンテーションに参加した提案者に電子メールで通知 

する。 

 

9 契  約 

(1) 受託者の決定 

    市は、第 1受託候補者と仕様並びに委託料等詳細について協議の上、受託者として 

決定する。ただし、第 1受託候補者との協議が整わない場合は、第 2受託候補者と協 

議を行ったうえで、受託者を決定することができるものとする。 

(2) 契約の締結 

上記(1)で決定した受託者は、契約に必要な書類を揃え、市と協議の上、速やかに 

入札による手続きを進めるものとする。 

    なお、市は、本業務の目的達成のために必要な範囲内で、業務を追加、変更、又は 

削除することができる。この場合、委託予算額上限を限度として、受託者と契約内容 

及び契約額等を調整できるものとする。 

 

10 失格事項 

   提案参加者が次の事項のいずれかに該当すると市が判断した場合は、失格とする。 

(1) 参加資格要件を満たさない場合 

(2) 書類の提出期限に遅延した場合 

(3) 本要領を遵守しない場合 

(4) 提案書等が仕様書に示された条件に適合しない場合 

(5) 提案書等に虚偽があった場合 

(6) プレゼンテーションを欠席した場合 

(7) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(8) 前号までに定めるもののほか、提案にあたり著しく審議の公平性に反する行為があ 

った場合 
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11 辞  退 

参加意思表明書提出後に辞退する場合は、令和 7年 11月 11日(火)までに、電子メー 

ルにより、辞退理由を記した参加辞退届(様式任意)を提出すること。 

なお、参加辞退届提出後、電話による受信確認を行うこと。 

受信確認は、上記期間中の受付期間とする。 

 

12 そ の 他 

(1) 本プロポーザルへの参加に要する費用は、すべて参加者の負担とする。 

(2) 提案書等は返却しない。 

(3) 提案書の著作権は原則として当該提案者に帰属するものとする。ただし、市が受託候 

補者の選定に必要であると認める場合は、これを無償で使用することができる。 

(4) 提案書等は、市において受託候補者選定に伴う作業等の必要な範囲において複製す 

ることができる。 

(5) 本プロポーザルに係る情報開示の請求があった場合は、釜石市情報公開条例(昭和 63 

年釜石市条例第 22号)に基づき、提案書等を開示することがある。 

(6) 第 1受託候補者及び第 2受託候補者以外の審査結果については公表しない。 

(7) 参加者は、受託候補者選定後、本プロポーザルに係る要領等の内容について、又は錯 

誤等を理由として異議を申し立てることができないものとする。 

(8) 本プロポーザルは受託候補者の特定を目的に実施するものであり、契約内容につい 

ては提案内容を基本としつつも、契約内容を確約するものではない。 

 

13 担当部署(提出先) 

   釜石市教育委員会事務局学校教育課学校給食センター 担当：松下・松井 

   〒026-0301 岩手県釜石市鵜住居町第 10地割 30番地 1 

   TEL 0193-29-1271 / FAX 0193-29-1281 

   E-mail  kyushoku@city.kamaishi.iwate.jp 

 


